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悦目抄とその前後
―字形の誤認識と用字意識の誤類推修正―

斎 藤 達 哉＊

１．はじめに

本稿は，歌書・悦目抄の中に見える「位置による仮名の使い分け」に関

する記述ついて論じるものである。

悦目抄の「位置による仮名の使い分け」の記述は，作られた規範意識で

あって，使用実態を示すものではない。また，そこに示される規範意識は，

悦目抄の伝本間でも揺れていることがあり，現段階ではどの本が善本であ

るのかも詳らかではない。

本稿では，悦目抄とその前後の書（和歌三重之大事，和歌大綱）とを比

較することによって，「位置による仮名の使い分け」に関連して，（１）本

来の記述はどのようなものだったか，（２）記述がどのように変化したの

か，（３）記述の変化の原因は何であったか，を調査・報告する。

２．『悦目抄』と「位置による仮名の使い分け」

悦目抄は，日本語表記史における「位置による仮名の使い分け」の意識

を記す資料としてよく知られている。遠藤（２００８）は，悦目抄の「位置に

よる仮名の使い分け」の影響について次のように述べる。

＊専修大学文学部教授
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二條流の悦目抄という権威を窓口として，仮名づかいと仮名文字づか

いはセットとなって後世に大きな影響力を及ぼすようになったのであ

る（２９２ページ）

しかし，悦目抄の記述内容そのものは，信頼性において問題を抱えてい

る。佐佐木広綱・信綱（１８９１）『日本歌学全書』第１２編は，「位置による仮

名の使い分け」について，その頭注で「このかなの説いと物とほしかくか

たくなにはいふべからず」（４ページ）として，実態とはかけ離れている

部分があることを指摘している。

また，宇野（１９８６）は，「異体がなの使い分け」に関する記述は「言語

生活おける規範意識のあらわれ」（３８４ページ）であると捉える。

今野（２００１）は，「いかなる表記システムが存在するかという観察と，

それがある時代にいかに理解されていた（いなかった）かということと，

その表記システムがどのように機能していたかということ，は各々別々に

捉える必要がある」（２９０ページ）と述べる。

概して，近年では，「位置による仮名の使い分け」の実態の方の研究が

進んできた結果，『悦目抄』の文字遣いに関する意識記述は実態とは異な

るとして，あまり注目されなくなった感がある。１）

３．位置による仮名の使い分け意識の記述

佐佐木（１９４２）は，悦目抄の諸本を項目内容の構成に基づいて，完本（広

本・略本），脱簡本，抄出本に細分する。完本（広本・略本）にだけに見

られる「大かたかきたがへてあしかるべきかなの事」が「位置による仮名

の使い分け」に相当する項目である。「大かたかきたがへてあしかるべき

かなの事」は，正保２年刊本によると次のようになる（丸囲み数字と―記

号は，私に付した）。
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� 上にかゝざる「こ」 ― 下にかゝざる「古」

又上下を嫌はず書ことも有 上下をわかずかくべき「に」「尓」

� 下にかゝざる「ほ a」 ― 上下をわかず書べき「ほ b」

� 上にかゝざる「遍」 ― 上下をわかず書べき「へ」

� 上にかゝざる「と a」 ― 上下をわかず書べき「と b」

� 下にかゝざる「か」 ― 上下をわかずかくべき「も」

� 下にかゝざる「た」 ― 上下をわかず書べき「堂」「多」

� 下にかゝざる「所」 ― 上下をわかず書べき「そ」

	 下にかゝざる「つ」 ― 上下をわかざる「徒」「川」


 下にかゝざる「な a」 ― 上下をわかず書べき「な b」「那」

� 上にかゝざる「与」 ― 下にかゝざる「む」

� 上にかく「け」 ― 上下をわかぬ「遣」「个」

 下にかゝざる「布」 ― 上下をわかぬ「ふ」

� 上にかゝざる「く」 ― 上下をわかぬ「て」

� 下にかゝざる「阿」 ― 上下をわかぬ「あ」

� 下にかゝぬ「佐」 ― 上下をわかぬ「さ」

� 上にかゝぬ「見」 ― 下にかゝぬ「み」

� ― 上下をわかぬ「新」「し」

� 上にかゝざる「毛」 ― 上下をわかぬ「も」

この中には，次のような不可解な点が見られる。

・イロハ順でないところがある（�はコの仮名から始まっている）

・別音の仮名が対になっている

（�ではカとモが対，�ではヨとムが対，�ではクとテが対）

・対になる字体がないところがある

（�では「新」「し」の対になる字体がない）

さらに，「大かたかきたがへてあしかるべきかなの事」の記述は，悦目
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抄の伝本間でも異同が見られる。悦目抄は，「位置による仮名の使い分け」

を伝える過程で何らかの誤りを取り込みながら伝わっているとしか考えら

れない。

４．悦目抄の関係書―『和歌大綱』と『和歌三重之大事』―

『悦目抄』には影響関係にあると考えられている類書が見られる。佐佐

木（１９４２）では，《『和歌大綱』を原拠として『悦目抄』が生じ，『悦目抄』

の敷衍せられたものが『和歌無底抄』》であるという成立関係を想定した

（２８ページ）。一方，遠藤（２００２）は，

『和歌大綱』は大きなものを要約したものであって，『悦目抄』などに

発展する原形であるとは考えられない。（２８１ページ）

としている。三輪（１９９０a・b）は，悦目抄と類書の関係を整理した研究

として注目される。三輪（１９９０b）では，「『悦目抄』は『三重』にその基

本部分を拠り，『大綱』の説を僅かに参照し…」，「『三重』から『悦目抄』

へと，単純に変化してはいないのである」と述べる。

本稿では，遠藤（２００２），三輪（１９９０）を踏まえ，《和歌三重之大事を原

拠として悦目抄が成り，悦目抄を要約したものが和歌大綱である》という

立場をとって，諸本の「位置による仮名の使い分け」の記述を観察する。

５．調査対象とした資料

調査対象にした資料は，大きく「�．和歌三重之大事」，「�．悦目抄」，

「�．和歌大綱」の３種である。各資料における，字体と文字の使用位置

については，本稿末に「位置による仮名の使い分け対照表」として一覧し

た。

�．和歌三重之大事
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国文学研究資料館「所蔵和古書・マイクロ／デジタル目録データベース」

を利用し，統一書名が「和歌三重之大事」となっている書から抽出した。

（No.）（資料名，刊・写，所蔵［函架番号］，刊写年）

［１］『和歌口伝和歌三重大事』，写本，書陵部［鷹３３５］

［２］『和歌三重大事』，写本，八戸図［南１５―３４０］，延宝２（１６７４）

［３］『和歌之三重之大事』写本，国文研［久松１１―４７］，嘉永７（１８５４）

�．悦目抄

国文学研究資料館「所蔵和古書・マイクロ／デジタル目録データベース」

を利用し，統一書名が「悦目抄」となっている書から抽出した。

（No.）（資料名，刊・写，所蔵［函架番号］，刊写年）

［４］『悦目抄』，刊本，架蔵本，正保２（１６４５）

［５］『悦目抄』，写本，金刀比羅図書館［１２７４］，元文６（１７４１）

［６］『俊基和歌之事』，写本，書陵部［２６６．４１９］

［７］『悦目抄』，写本，書陵部［１５０．７３４］，天正１１（１５８３）

［８］『悦目抄』，写本，京大平松文庫［７／エ／２５］

［９］『悦目抄』，写本，九州大細川［５４３―エ―７］

［１０］『上秘抄』，写本，多和文庫［４．１］，永正１３（１５１６）

［１１］『悦目抄』，写本，内閣文庫［特１０２―１］

［１２］『悦目抄』，写本，名古屋大［９１１．１０４E］

［１３］『更科之記』，刊本，麗澤大学［９１１．１０１．S６９］，寛文６（１６６６）

［１４］『悦目抄』，写本，陽明文庫［近２４３．３２］

［１５］『悦目抄』，写本，書陵部［５０１．４４３］，享保１３（１７２８）

［１６］『悦目抄』，写本，内閣文庫［２０１―５９１］

［１７］『悦目抄』，写本，東京大図書館［１１．２―４］

［１８］『悦目抄』，写本，蓬左文庫［１．８４］

［１９］『悦目抄』，写本，蓬左文庫［１０７．７］

［２０］『和歌秘密抄』，写本，東京大図書館［１１．２―５］
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［２１］『悦目抄』，写本，書陵部［５０９．６４］

［２２］『悦目抄』，写本，陽明文庫［１４２．５６］

［２３］『悦目抄』，写本，内閣文庫［２０１―７４７］

［２４］『更科記』，写本，書陵部［鷹７４４］

［２５］『更科記』，写本，早大伊地知［文庫２０―２８６］

［２６］『和歌俊秘抄』，写本，書陵部［２６６．３２１］

［２７］『上眇抄』，写本，陽明文庫［近２４３．３１］

［２８］『更科之記』，写本，書陵部［４１３．５２９］

�．和歌大綱

国文学研究資料館「所蔵和古書・マイクロ／デジタル目録データベース」

を利用し，統一書名が「大綱初心抄」となっているから抽出した。

（No.）（資料名，刊・写，所蔵［函架番号］，刊写年）

［２９］『大綱初心』，写本，篠山市青山［３２７］

［３０］『和歌大綱上眇抄』，写本，書陵部［鷹１３６］，嘉永６（１８５３）

６．「位置による仮名の使い分け」の記述の変化（概観）

以下では，調査対象にした資料での「位置による仮名の使い分け」の記

述の変化について，「�．和歌三重之大事」，「�．悦目抄」，「�．和歌大

綱」の順に概観を述べる。なお，�トの仮名，�シの仮名の項では，悦目

抄の後継書（宇野（１９８６）２）で，挙げられた『和字大観鈔』『一歩』『新撰

仮名文字遣』）での記述についても言及する。

� ニの仮名

和歌三重之大事では，記述に揺れが見られる。［２］［３］に依るならば，

「尓―に」を対立させ，「尓」を非語頭仮名，「に」を位置汎用仮名とする。

本来，《上に書かない「尓」―上下を分けず書く「に」》という趣旨であっ

たと考えられる。悦目抄では，和歌三重之大事とは大きく異なり，「尓―
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に」の対立ではなく，「二―尓・に」の対立となっている。さらに，字形

の類似によって「二」→「こ」という別音の仮名への誤認識３）が生じた

と考えられる。悦目抄の多くの伝本に見られる「こ―古」の対立は，誤認

識によって生じた「こ」と対立する同音仮名が必要になるという規範意識

によって，誤類推されて修正されたと考えられる。和歌大綱では，ニの仮

名の位置による使い分けを示す記述になっていない。［３０］は，字形の類

似によって「尓」→「丹」という同音の仮名への誤認識が生じたと考えら

れる。なお，和歌三重之大事［３］，悦目抄［２８］では，字形の類似によっ

て「尓」→「耳」という同音の仮名への誤認識が見られる。そこでは，「耳」

が「尓」の傍記を伴って現れている。

� ホの仮名

和歌三重之大事では，［１］［２］［３］ともに，「本―ほ」を対立させ，

「本」を語頭仮名，「ほ」を位置汎用仮名とする。《下に書かない「本」―

上下を分けず書く「ほ」》という趣旨で一致している。悦目抄では，「本―

ほ」の対立とする伝本のほかに，「ほ a―ほ b」という同字母異体の対立

とする伝本がある（［４］［５］［６］［１３］［１４］［１５］［２３］［２４］［２８］）。

そこでは，「ほ a」を語頭仮名，「ほ b」を位置汎用仮名としている。なお，

［２７］では，字形の類似によって「本」→「を」という別音の仮名への誤

認識が生じたと考えられる。また，［２３］では「越」が生じている。「越」

は，字形の類似による誤認識ではなく，ハ行転呼（／ホ／＞／ヲ／）に関する

経験的知識の介在が関与していると考えられる。和歌大綱では，悦目抄と

同様に，「ほ a―ほ b」の対立となっている。

� ヘの仮名

和歌三重之大事では，「遍―へ」の対立または「邊―へ」の対立となっ

ているが，記述に揺れが見られる。［１］は「へ」を非語頭仮名，「遍」を

位置汎用仮名とする。一方，［２］は「邊」を非語頭仮名，「へ」を位置汎

用仮名とし，［３］は「遍」を非語頭仮名とし，「へ」を位置汎用仮名とす
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る。本来，《上に書かない「へ」―上下を分けず書く「遍」または「邊」》

であったのか《上に書かない「遍」または「邊」―上下を分けず書く「へ」》

であったのかは詳らかでない。なお，「遍」と「邊」とは，字形の類似が

見られるため，和歌三重之大事の記述はすでに誤認識が生じて混乱してい

る状態と考えられる。悦目抄の多くの伝本と和歌大綱とでは，和歌三重之

大事［３］と同様に，「遍―へ」を対立させ，「へ」を非語頭仮名，「遍」を

位置汎用仮名とする。

� トの仮名

和歌三重之大事では，「登―と」を対立させているが，記述に揺れがあ

る。［１］は「登」を位置汎用仮名，「と」を語頭仮名とする。一方，［２］

［３］は「登」を語頭仮名，「と」を位置汎用仮名とし，［１］とは記述が

逆転している。本来，《上下を分けず書く「登」―下に書かない「と」》で

あったのか《下に書かない「登」―上下を分けず書く「と」》であったの

かは詳らかでない。悦目抄では，和歌三重之大事とは大きく異なり，同字

母異体の「と a―と b」を対立させる伝本が多い。「と a」を非語頭仮名，

「と b」を位置汎用仮名とする場合と，「と a」を位置汎用仮名，「と b」を

非語頭仮名とする場合とがあり，記述は正反対になっている。和歌大綱で

は，［２９］の伝本で，悦目抄の一部の伝本と同様に，「と a―と b」を対立

させ，「と a」を非語頭仮名，「と b」を位置汎用仮名とする。［３０］は，合

字「こと―こ」を対立させているが，ホの仮名の位置による使い分けを示

す記述にはなっていない。字形の類似によって「と a―と b」→「こと―

こ」の対立という誤認識が生じたと考えられる。

なお，後継書の一歩では，字形の類似によって「と a―と b」→「く a―

く b」という別音の仮名の対立に誤認識されている。「と a」か「と b」か

のどちらかが「く」と誤認識されたことで，それと対立する同音仮名が必

要になるという規範意識によって，誤類推されて修正されたと考えられる。

「く a―く b」の対立への誤認識は，さらに，［３４］において「く a」→「具」
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への誤認識を呼んでいる。

� カの仮名

和歌三重之大事では，記述に揺れが見られる。［１］は，同字母異体の

「可 b―可 a」を対立させ，「可 b」を語頭仮名，「可 a」を位置汎用仮名と

する。［２］［３］では，「か―可」を対立させ，「か」を語頭仮名，「可」を

位置汎用仮名とされる。本来，《下に書かない「可 b」―上下を分けない

「可 a」》であったのか《下に書かない「か」―上下を分けず書く「可」》

であったのかは詳らかでない。悦目抄の［１９］［２４］［２５］［２７］は，和歌

三重之大事と同様に，「か―可」を対立させている。それ以外の悦目抄で

は「か―も」の対立または「か―よ」の対立とする伝本が多い。これは，

字形の類似によって「可」→「も」または「可」→「よ」という別音の仮

名への誤認識が生じたと考えられる。また，［２７］では，カとは別音の仮

名の「与―よ」への誤認識が生じている。「与―よ」という同字母異体の

対立は，誤認識された「よ」に対立する同音仮名が必要になるという規範

意識によって，誤類推されて修正されたと考えられる。和歌大綱では，悦

目抄の一部の伝本と同様に，「か―も」を対立させる。

� タの仮名

和歌三重之大事の［１］［２］は，「た―堂・多 b」を対立させ，「た」を

語頭仮名，「堂」「多 b」を位置汎用仮名とする。［３］は，［１］［２］か

ら「多 b」を除いた「た―堂」の対立としている。本来，《下に書かない

「た」―上下を分けず書く「堂」「多 b」》であったのか《下に書かない「た」―

上下を分けず書く「堂」》であったのかは詳らかではない。悦目抄と和歌

大綱［２９］は，和歌三重之大事［１］［２］と同様に，「た―堂・多 b」（ま

たは「多 a」）を対立させる。和歌大綱では，［３０］の伝本で，同字母異体

の「た―多 a・多 b」を対立させ，「た」を語頭仮名，「多 a」「多 b」を位

置汎用仮名とする。

� ソの仮名
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和歌三重之大事では，「所―そ a・そ b」を対立させ，「所」を語頭仮名，

「そ a」「そ b」を位置汎用仮名とする。（［１］では「ソ」も掲げられ語頭

仮名とされる）。本来，《下に書かない「所」―上下を分けず書く「そ a」

「そ b」》という趣旨であったと考えられる。

悦目抄の多くの伝本と和歌大綱とでは，和歌三重之大事から「そ a」を

除いた「所―そ b」の対立としている。悦目抄［８］［９］は，「所―そ a

・そ b」の対立とし，「所」を語頭仮名，「そ a」「そ b」を位置汎用仮名と

する。悦目抄［１１］［１８］は，同字母異体の「そ a―そ b」を対立させ［１１］

では「そ a」を非語頭仮名，「そ b」を位置汎用仮名とするのに対して，［１８］

では「そ a」を語頭仮名，「そ b」を位置汎用仮名とする。

� ツの仮名

和歌三重之大事では，「つ―徒・川」を対立させ，「つ」を語頭仮名，「徒」

「川」を位置汎用仮名とする。本来は，《下に書かない「つ」―上下を分け

ず書く「徒」「川」》という趣旨であったと考えられる４）。悦目抄と和歌大

綱とでは，和歌三重之大事と同様に，「つ―徒・川」を対立させる。

� ナの仮名

和歌三重之大事では，記述に揺れが見られる。［１］［３］は，「な a―

な b・那」を対立させ，「な a」を語頭仮名，「な b」「那」を位置汎用仮名

とする。同字母異体の「な a」「な b」が位置によって使い分けられると

いう記述になっている。［２］は，「な a」を語頭仮名にも位置汎用仮名に

もしていて疑問が残る。本来，《下に書かない「な a」―上下を分けず書

く「な b」「那」》という趣旨であったと考えられる。悦目抄と和歌大綱と

では，和歌三重之大事と同様に，「な a―な b・那」を対立させている。

� ムの仮名

和歌三重之大事では，「む―ん」を対立させ，「む」を語頭仮名，「ん」を

非語頭仮名とする。本来，《下に書かない「む」―上に書かない「ん」》と

いう趣旨であったと考えられる。悦目抄では，多くの伝本で和歌三重之大
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事と同様に，「む―ん」を対立させる。［４］［５］［６］［１３］［１４］［１５］［２４］

［２８］は，「む―与」の対立または「む―者」の対立とする。これは，字形

の類似によって「ん」→「与」または「ん」→「者」という別音の仮名へ

の誤認識が生じた結果と考えられる。［２６］は，「む―無」を対立させる。

これは，誤認識によって生じた「む―与」の対立または「む―者」の対立

に矛盾を感じ，「む」と対立する同音仮名として，別のムの仮名が必要に

なるという規範意識によって，誤類推されて修正されたと考えられる。そ

の際，字形の類似によって「与」→「無」または「者」→「無」という誤

認識が生じたと考えられる。和歌大綱では，悦目抄での誤認識と同様に，

「む―与」の対立として記述される。

� ケの仮名

和歌三重之大事では，記述に揺れが見られる。［１］［２］は，「け・个―

遣」を対立させ，「け」「个」を語頭仮名，「遣」を位置汎用仮名とする。［３］

は，「个」だけを示していて疑問が残る。本来，《上に書く「け」，下に書

かない「个」―上下を分けず書く「遣」》という趣旨であったと考えられ

る。悦目抄の多くの写本と，和歌大綱とでは，和歌三重之大事と異なり，

「け―个・遣」を対立させている。「个」は和歌三重之大事では語頭仮名で

あったが，悦目抄では位置汎用仮名となっている。

� フの仮名

和歌三重之大事では，「布―ふ」を対立させ，「布」を語頭仮名，「ふ」を

位置汎用仮名とする。本来，《下に書かない「布」―上下を分けず書く「ふ」》

という趣旨であったと考えられる。悦目抄と和歌大綱とでは，和歌三重之

大事と同様に，「布―ふ」を対立させている。ただし，悦目抄［３４］では，

「布―婦」の対立としている。

＊ コの仮名

和歌三重之大事では，「�フの仮名」と「�のテの仮名」との間に，コ

の仮名についての記述が見られる。和歌三重之大事は，「古―こ」を対立
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させ，「古」を語頭仮名，「こ」を位置汎用仮名とする。《下に書かない「古」―

上下を分けず書く「こ」》という趣旨であったと考えられる。悦目抄と和

歌大綱とでは，この箇所でコの仮名について記述が脱落している。脱落に

は，「�ニの仮名」での誤認識が影響している。具体的には，「�ニの仮名」

で（１）「二」を「こ」と誤認識したこと，（２）誤認識によって生じた「こ」

に対立する同音仮名が必要になるという規範意識によって，誤類推によっ

て「こ―古」の対立に修正したことによって，この箇所でコの仮名の記述

が不要になったと考えられる。

� テの仮名

和歌三重之大事では，同字母異体の「天―て」を対立させているが，記

述に揺れがある。［２］では，「天」を非語頭仮名，「て」を位置汎用仮名

とする。一方，［３］では，「天」を語頭仮名，「て」を位置汎用仮名とす

る。なお，［１］は「て」を非語頭仮名にも位置汎用仮名にもしているた

め疑問が残る。本来，《上に書かない「天」―上下を分けず書く「て」》と

いう趣旨であったと考えられる。悦目抄と和歌大綱とでは，和歌三重之大

事と同様に，「天―て」を対立させている伝本と，「く―て」を対立させて

いる伝本とに二分される。「く―て」という別音の仮名の対立は，字形の

類似によって「天」→「く」という誤認識から生じたと考えられる。

� アの仮名

和歌三重之大事では，「阿―あ」を対立させ，「阿」を語頭仮名，「あ」を

位置汎用仮名とする。本来，《下に書かない「阿」―上下を分けず書く「あ」》

という趣旨であったと考えられる。悦目抄と和歌大綱とでは，和歌三重之

大事と同様に，「阿―あ」を対立させる。

� サの仮名

和歌三重之大事では，「佐―さ」を対立させ，「佐」を語頭仮名，「さ」を

位置汎用仮名とする。本来，《下に書かない「佐」―上下を分けず書く「さ」》

という趣旨であったと考えられる。悦目抄と和歌大綱とでは，和歌三重之
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大事と同様に，「佐―さ」を対立させる。ただし，位置についての記述に

揺れが見られ，「佐」を非語頭仮名とする伝本もある。

＊ キの仮名

和歌三重之大事の［３］の伝本では，「�サの仮名」と「�ミの仮名」と

の間に，キの仮名についての記述が見られる。［３］は，同字母異体の「幾―

き」を対立させ，「幾」を語頭仮名，「き」を位置汎用仮名とする。《下に

書かない「幾」―上下を分けず書く「き」》という趣旨であるが，和歌三

重之大事のほかの伝本でも見られず，また悦目抄以降にも見られない。こ

のことから，何らかの理由で［３］の伝本でだけ書き加えられた可能性が

高い。

� ミの仮名

和歌三重之大事では，「み―三」を対立させ，「み」を語頭仮名，「三」を

位置汎用仮名とする。本来，《下に書かない「み」―上下を分けず書く「三」》

であったと考えられる。悦目抄では，［８］［９］［２４］［２５］［２７］の伝本

で，「み―三」の対立を継承するが，「見」が非語頭仮名として加わってい

る。その他の悦目抄では，「み―見」を対立させ，「み」を語頭仮名，「見」

を非語頭仮名として，両仮名の明確な使い分け意識（棲み分け意識）を示

している。和歌大綱では，悦目抄の一部の伝本と同様に，「み―見」の対

立・使い分けが見られる。

� シの仮名

和歌三重之大事では，［１］［２］で「志―し」を対立させ，［３］で「新―

し」を対立させる。「志」「新」は語頭仮名，「し」は「位置汎用仮名とさ

れる。本来，《下に書かない「志」または「新」―上下を分けず書く「し」》

という趣旨であったと考えられる。ただし，「志」と「新」とどちらが本

来の記述であったかは詳らかではない。悦目抄では，和歌三重之大事とは

大きく異なり，［８］［９］［１９］［２４］［２５］［２７］の伝本で，「志―新・し」

を対立させ，「志」を語頭仮名，「新」「し」を位置汎用仮名とする。その
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ほかの悦目抄と和歌大綱では，語頭仮名「志」についての記載を欠いてい

て，「新」「し」だけが掲げられる。しかも，「新」「し」は共に位置汎用仮

名とされていて，両仮名の使い分けを示す記述にはなっていない。また，

悦目抄の［１８］では，「志」は，字形の類似から「ゑ」と誤認識されてい

る。

なお，後継書の和字大観鈔，一歩，新撰仮名文字遣では，「志―し」を

対立させ，「志」を語頭仮名，「し」を非語頭仮名として，両仮名の明確な

使い分け意識（棲み分け意識）を示している。

� モの仮名

和歌三重之大事は，同字母異体の「も a―も b」を対立させるが，記述

に揺れが見られる。［１］は，「も a」を位置汎用仮名，「も b」を非語頭仮

名とする。［２］は，「も a」を非語頭仮名，「も b」を位置汎用仮名とする。

［３］は，「も a」を語頭仮名，「も b」を位置汎用仮名とする。本来，「も

a」と「も b」とのどちらが非語頭仮名であったのかは詳らかではない。

悦目抄と和歌大綱とでは，和歌三重之大事と同様に，同字母異体の「も a―

も b」の対立が継承されている。位置については，「も a」を非語頭仮名，

「も b」を位置汎用仮名とするものが多い。悦目抄［１８］［２５］では，位置

汎用仮名「裳」が加わり，「も a―も b・裳」の対立となっている。

７．記述の変化の原因

「位置による仮名の使い分け」について本稿で設定した課題のうち，《（１）

本来の記述はどのようなものだったか》，《（２）記述がどのように変化し

たのか》については，前節で個別に記した。ここでは，再度《（２）記述

がどのように変化したのか》について整理した上で，《（３）記述の変化の

原因は何であったか》について述べる。
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７．１．仮名字形の誤認識

書写の段階で字形の誤認識が生じていると考えられるのは，次の文字で，

別音の仮名を発生させている事例が多数見られる。

◇誤認識の結果，同音の仮名となったもの

尓→丹， 尓→耳， 遍←→邊

◇誤認識の結果，別音の仮名となったもの

二→こ， 尓→古， 本→を， と→く→具， 可→も・よ

ん→与・者， 与・者→無， 天→く

７．２．誤類推による修正（誤類推修正）

書写の段階で「対立する同音の仮名が必要である」という規範意識が働

いた結果，誤類推による修正がなされた形跡が見られるのは，次の仮名の

対立の組合せである。

「こ―尓」→「こ―古」， 「と―く」→「く a―く b」，

「か―よ」→「与―よ」， 「む―与・者」→「む―無」

転写の段階での規範意識による誤類推修正の事例を見ると，伝本の記述

に整合性があったとしても，必ずしも古態とは言えないことに注意しなけ

ればならないことが分かる。

７．３．同字母異体の対立

同字母異体の記載について，その流れを示すと表１のようになる。

和歌三重之大事では，「可 a―可 b」，「な a―な b」，「天―て」，「幾―き」，

「も a―も b」をそれぞれ対立させ，位置による使い分けに差があるとす

る記述がある。しかし，いずれの場合も伝本間に記述の揺れが見られる（そ

のため表中では△印にしている）。一方，「そ a・そ b」は，「そ a」も「そ

b」も位置汎用仮名とするので対立とは言えず，この場合は伝本間に記述

の揺れは見られない。また，「ほ a―ほ b」，「と a―と b」，「（与）―（よ）」，
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「そ a―そ b」の対立は，和歌三重之大事には見られず，悦目抄から見ら

れる。「多 a―多 b」は，和歌大綱から見られる。

和歌三重之大事では，同字母異体の仮名の位置による使い分けを確定的

に読み取ることはできない。和歌三重之大事では，同字母異体の仮名の位

置による使い分けを示す記述があっても，伝本間で揺れが見られる。この

ことは，和歌三重之大事において，既にその個所に何らかの誤認をしてい

ることが想定される。つまり，同字母異体の対立は，「位置による仮名の

使い分け」のオリジナルには存在しなかった可能性が考えられる。

７．４．同音の仮名の明確な使い分け意識（棲み分け意識）

「�ミの仮名」では，悦目抄の一部の伝本において，語頭仮名「み」―非

表１ 同字母異体の記載の流れ

同字母異字形
の組合せ

和歌三重 悦目抄 和歌大綱

�ホの仮名 ほ a―ほ b ○ → ○

�トの仮名 と a―と b ○ → ○

�カの仮名
可 a―可 b △ → ○

（与）―（よ） ○

�タの仮名 多 a・多 b ○

�ソの仮名
そ a・そ b ○ → ○

そ a―そ b ○

�ナの仮名 な a―な b △ → ○ → ○

	テの仮名 天―て △ → ○ → ○

＊キの仮名 幾―き △


モの仮名 も a―も b △ → ○ → ○

注：同字母異体の組合せの，「―」は前後の仮名に「位置による使い分
け」がある場合を示し，「・」は前後の仮名に「位置による使い分
け」がない場合を示す。
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語頭仮名「見」とする記述が見られる。また，�シの仮名では，後継書に

おいて，語頭仮名「志」―非語頭仮名「し」とする記述が見られる。とも

に，同音の仮名ついての明確な使い分け意識（棲み分け意識）を記述して

いるのであるが，こうした記述は和歌三重之大事には見られず，転写を重

ねる中で修正された結果であると考えられる。

７．５．誤認識や誤類推修正の裏にある根本的な原因

仮名５）は，漢字を草体化して簡略化したものである。簡略化した字形

は相互に類似しやすくなり，誤認識が生じやすくなるので，単字では，読

み取りが極めて不安定になる。仮名によって語や句を表記した場合は，仮

名は前後（上下）の文字と連結して文字列を構成し，それが読者既知の語

の情報と結び付くことによって読み取られやすくなる。しかし，「位置に

よる仮名の使い分け」では，《説明内容の性質上，仮名を単字で掲示せざ

るを得ない》ために，字形の誤認識は起きるべくして起きたと言える。「位

置による仮名の使い分け」の記述は，仮名の権威化であるにもかかわらず，

仮名の弱点を図らずも露呈させてしまっているのである。

８．まとめ

以上では，「位置による仮名の使い分け」について，悦目抄とその前後

の書との比較によって，（１）本来の記述の状態の推定を行い，（２）記述

の変化の様子を個別的に概観した。さらに次のことを指摘した。

１．仮名字形の誤認識によって，別音の仮名を発生させている事例が

多数見られること

２．誤類推による修正（誤類推修正）が見られるため，伝本に記述に

整合性があることは，必ずしも古態とは言えないこと

３．同字母異体の対立は，「位置による仮名の使い分け」のオリジナ



200

ルには存在しなかった可能性が考えられること

４．同音の仮名の明確な使い分け意識（棲み分け意識）は，和歌三重

之大事には見られず，転写を重ねる中で修正された結果と考えら

れること

５．誤認識や誤類推修正の裏にある根本的な原因は，仮名を単字で掲

示したことにあり，「位置による仮名の使い分け」の記述は仮名

の弱点を図らずも露呈させてしまっていること

本調査によって，「位置による仮名の使い分け」の本来の記述の姿と変

化の過程がある程度判明した。しかし，これは，使い分け意識の問題であっ

て実態ではない。今後は，実態との比較・対照の作業が残されている。
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付表「位置による仮名の使い分け対照表」

凡 例

１．資料番号について

資料に付した［１］～［３０］の番号は，本稿第５節に一覧した資料の番号

と対応している。

２．仮名の見出しについて

（１）平仮名と同字母の仮名は，原則として平仮名で示した。

（２）平仮名と異字母の仮名は，字母に相当する漢字で示した。

（３）同字母異体を区別する場合には，アルファベットを後置した。

〔例：と a，と b〕

（４）同字母同体でも，区別する必要がある場合は，数字を後置した。

〔例：登 a，登 b〕

（５）誤認識の結果であると判断した仮名は，（ ）で囲んだ。

３．表中の記載について

（１）誤認識の結果であると判断した文字は，破線の枠で囲んだ。

（２）傍記は，実線の枠で囲んだ。

（３）傍記の異本注記によって使用位置の解釈が異なる場合は，異本注

記の指示する位置に「イ」と記した。
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今野 真二（２００１）『仮名表記論考』，清文堂

佐佐木信綱（１９４２）『日本歌学大系』第４巻，文明社

佐佐木広綱・佐佐木信綱（１８９１）『日本歌学全書』第１２編，博文館

三輪 正胤（１９９０a）「『悦目抄』系歌論の成立をめぐって（１）」『国語国文』５９―７，京

都大学

三輪 正胤（１９９０b）「『悦目抄』系歌論の成立をめぐって（２）」『国語国文』５９―８，京

都大学

矢田 勉（２０１２）『国語文字・表記史の研究』，汲古書院〔当該箇所は「異体がな使い

分けの衰退―トの仮名の場合」『山口明穂教授還暦記念国語学論集』，１９９６年刊が初出〕

典拠資料

・『悦目抄』［正保２年整板本，架蔵］

・『さらし名の記』［文化１０年写本，伊地知鉄男文庫］

早稲田大学「古典籍総合データベース」

（http://www.wul.waseda.ac. jp/kotenseki/html/bunko20/bunko20_00286/index.

html）

・その他の和歌三重之事・悦目抄・和歌大綱

国文学研究資料館「所蔵和古書・マイクロ／デジタル目録データベース」



208

（http://base1.nijl.ac.jp/~wakosyo/）

・『和字大観鈔』［寛政７年整板本，架蔵］

・『一歩』（勉誠社文庫１２６），勉誠社，１９８５年［延保４年整板本，亀井孝氏蔵］

・『新撰仮名文字遣』，汲古書院，１９８１年［寛文１３年写本，国会図書館亀田文庫］

注

１）例えば，矢田（２０１２）は，「と a」の使用位置についての言説が，『新撰仮名文字遣』

と『悦目抄』とで正反対であることに関連して，「そのいずれがより実態に即したも

のであるかは。以下に示す実資料の調査結果によって自ずと明らかになるであろう」

（３６４ページ）とし，『悦目抄』等の記述を実体と分けて扱う。

２）宇野（１９８６）は，「位置による仮名の使い分け」の掲載書を次のように分類する。

一、和歌の書き方に関係して，『和歌大綱』，『悦目抄』，『一歩』，『男重宝記』

二、書札の書き方に関係して。『玉章秘伝抄』，『宗五大艸紙』，『女房筆法』

三、仮名文字の使い方に関係して。『新撰仮名文字遣』，『和字大観抄』

３）遠藤（２００２）は，『悦目抄』の「上にかゝざるこ 下にかゝざる古 又上下をきら

はずかく事もあり」という記述について，「本来は「上にかゝざるニ」とあったはず
原文ママ

であるが，「ニ」の字体が「こ」に似ていために「上にかゝざるこ」と写し誤り，そ

の縁にひかれて，「下にかゝざる古 又上下をきらはずかく事もあり」としなければ

ならなくなって，今見るような本文が出現したものであろう。そうでなければ，「大

かたかきたがへてあしかるべきかなの事」の順序が，およそイロハ順に並んでいるの

に，何故に「に」の前に「こ」が挿入されねばならないのかかが説明つかない」（２８５

～２８６ページ）と指摘する。

４）「つ」と「川」とは同字母という考え方が一般的であるが，悦目抄等では同一視さ

れていないようである。

５）ここでの「仮名」は，毛筆等で記され，時には連綿を行うものを指す。近代以降の

活字や，現代の平仮名までは含まない。

本研究は JSPS科研費２５３７０５２５（基盤研究（C）「中世日本語仮名表記システムの解明」）

の助成を受けたものです。


